
 

 

   

地域包括支援センターは、高齢者がいつまでも健やかに住みなれた地域で 

生活できるよう、暮らしを総合的に支えていく拠点として中間市役所に設置 

されています。専門職の保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が介護 

保険制度をはじめ、介護予防、虐待・見守りなどに関する相談・支援を行って 

います。お気軽にご利用ください。 

令和６年８月 

中間市保健福祉部介護保険課 

地域包括支援センター ☎２４５－７７１６
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１．聴覚フレイルご存じですか？ 

「聴覚フレイル」とは、聴覚機能の低下によるコミュニケーションの問題などの身体の衰

えの一つです。この聴覚フレイルは認知症の原因の一つと言われており、難聴対策が認知症

予防につながります。公民館などに言語聴覚士が出向き、健康づくりをお手伝いします。 

【費　用】無料 

1【会　場】地域の公民館など 

 

 

２．みんなのフレイル予防教室 

いつまでも元気なからだを保つために、理学療法士が、どなたでも簡単にできる筋力 

トレーニングについて説明を行います。説明の後は、参加者の皆さんで一緒にからだを 

動かしてみましょう。 

【費　用】無料 

【会　場】地域の公民館など 

 

３．歯ツラツ健康教室 
 

　お口の健康は、誤嚥性肺炎の予防・認知症予防・老化防止など、全身の健康につなが
ごえんせい

り、健康寿命に役立つことが明らかになっています。遠賀中間歯科医師会所属の歯科 

衛生士が、講話や実演を交えて教室を行います。  

【費　用】無料 

【会　場】地域の公民館など 
 

 

４．これからも自分らしく生きるために 

認知症や知的障がい等、判断能力が十分でない方の権利や財産を守る「成年後見制度」

について、社会福祉士がお話しします。 

【費　用】無料 

【会　場】地域の公民館など 
 

５．青竹ふみ体操 

コロナ禍でも自宅で気軽にできる体操として、「青竹ふみ体操」を考案しました。 

音楽に合わせて青竹を踏むことによって、血液の循環がよくなり、活動量も増え、 

フレイル（虚弱）予防につながります。 

【費　用】無料 

【会　場】地域の公民館など 

NEW！

NEW！

NEW！

第１ 出前講座・一般介護予防
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６．みんなの認知症予防教室 

　認知症と運動について、作業療法士がわかりやすく説明します。説明の後は、実際に 

認知症を予防するための運動を参加者の皆さんで実施し、楽しい健康づくりをお手伝い 

します。 

【費　用】無料  

【会　場】地域の公民館など 
 
 

 

７．認知症サポーター養成講座 

認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り支えるための講座です。 

日常生活の中で自分のできる範囲で、友人やその家族に知識を伝えたり、困っている人に 

声を掛けたり、また理解しようと努めることもサポーターとしての活動です。受講者には、

認知症の人とその家族を支援する目印として『オレンジリング』または『中間市認知症サポ

ーターカード』をお渡しします。 

【費　用】無料 

【会　場】地域の皆さんが集える場所に、職員が出向いて実施します。 

 

８．ケア・トランポリンわいわい教室 

　インストラクターの指導のもと、音楽のリズムに合わせてトランポリンを使い、笑い 

あり、おしゃべりあり、楽しみながら運動を行います。 

※医師からの運動制限を受けている人は参加できません。 

【費　用】無料 

【会　場】地域の公民館など 

 

９．ふれあい・いきいきサロン活動支援 

　住み慣れた地域で生きがいを持ち、いきいきとした生活が送れるよう様々な活動を 

とおして、住民同士のつながり・絆を深めることを目的に、地域で自主活動を行う団体 

に対し、講師派遣等の支援を行います。 

【対象団体】社会福祉協議会に登録している６５歳以上の 

自治会で組織する団体 

　【 費　用 】無料 

【 会　場 】地域の公民館など 

 
 

10．出前講座「在宅医療について」 

住み慣れた家や地域で安心して療養ができ、自分らしく暮らし続けるために、「在宅 

医療」や「介護保険」について学んでみませんか？ 

※開催の１か月前までに遠賀中間医師会在宅総合支援センターに電話での連絡が必要です。 

【連絡先】 ０９３-２８１-３１００ (平日９時～１７時) 

NEW！
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１．あんしん見守り情報キットの配布 

高齢者が自宅で具合が悪くなったときなど、万一のことが起きたときに備え、適切な 

救急医療などの処置ができるよう、かかりつけ医や服薬内容、緊急連絡先などの情報を 

入れておく容器（キット）を配布します。キットを冷蔵庫に保管することで、救急医療 

や親族等への迅速な対応に活かすことができます。 

 

【対象者】６５歳以上の高齢者のみの世帯 

（日中の時間帯のみ該当する人も対象） 

【費　用】無料 

 

 

２．紙おむつの給付 

　紙おむつを必要とする人の自宅へ、月１回、紙おむつを配達します。 
 

【対象者】６５歳以上の要介護1以上の介護認定を持つ市民税非課税の在宅生活者で、 

「排便」または「排尿」に介助を受けている人（生活保護世帯は対象外） 

【給付限度額】※限度額を超える分は自己負担になります。 
 

 

 

 

 

 

３．緊急通報装置の設置 

　ひとり暮らし高齢者等に通報装置を貸与し、急病等の緊急事態に迅速かつ適切な対応を

図ります。また、医療や介護等の専門スタッフが健康相談等を常時受け付けています。 

【対象者】①もしくは②のいずれかに該当する人 

①重度の心疾患等を有し、激しい発作や突然の意識喪失等 

により生命に高い影響を及ぼす恐れがある６５歳以上の 

ひとり暮らし高齢者等 

②身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けているひとり 

暮らしの人 

【費　用】無料　※緊急通報装置の利用には、固定電話回線への加入が必要です。 

 

 
利用者世帯の階層 給付限度額

 
１ 市民税非課税世帯 ６，０００円

 
２ 本人が市民税非課税で世帯が市民税課税 ３，０００円

第２ 在宅福祉サービス
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４．配食サービス 

栄養バランスのとれたお弁当を週３回（月、水、金の夕方）お届けします。お届けの

際、安否確認や健康状態の確認も行います。 

 

【対象者】安否確認を必要とする６５歳以上の高齢者のみの世帯に属する人のうち 

食材の買出しや調理ができない等の理由により、食事の確保が困難である 

と認められる人 

【費　用】４００円（１食当たり） 

 

 

 

５．ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク 

住みなれた地域で孤立せずに安心して暮らしていくことができるよう、地域住民で組織

する「見守り隊」による『安否確認』や『声かけ』を通じて、地域社会とのつながりを深

めます。 

【対象者】６５歳以上のひとり暮らしの高齢者等で、次の①及び②に該当する人 

① 近所付き合いがない人 

② 自立した生活が困難な人 

【費　用】無料 

 

　 

 

 

６．はいかい高齢者等への支援 

　折尾警察署や、行政機関、地域の協力機関などが連携し、認知症高齢者等が行方不明に

なった場合、早期発見・早期保護を図ります。 

【対象者】はいかい行動により行方不明となる可能性のある認知症高齢者等 

【費  用】無 料 

【内　容】① 折尾警察署指揮の下「はいかい高齢者等SOSネットワークシステム」の捜索 

② 「コミュニティ無線」を活用した捜索 

③ 「防災メールまもるくん」による行方不明情報の発信 

④ 「どこシル伝言板」への登録（認知症高齢者等 

の衣服などに貼付したＱＲコード付ラベルを、 

発見者がスマートフォン等で読み取ることで、 

ご家族などに連絡が入るサービス） 
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７．オレンジセーフティネット 

認知症高齢者等が、はいかい行動により行方不明となった場合に、家族等がスマートフ

ォンのアプリを利用して捜索依頼をすると、その情報を元に、捜索協力者が付近を捜索

し、位置情報などの情報を共有することで、早期発見・早期保護につなげます。 

【対象者】認知症高齢者等 

【費　用】無　料（インターネット回線接続料等は各自の負担となります。） 

※対象者又はその家族等により事前に登録が必要です。 

 

 

 

 

 

８．養護老人ホーム                                             

　養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由により、自宅で生活することが困難な

高齢者が入所する施設です。 

【対象者】おおむね６５歳以上の高齢者で、①もしくは②のいずれかに該当する人 

① 身体上または精神上の理由により自宅での生活が困難な人 

② 住宅に困窮しているなどの理由により自宅で生活することが困難な人 

【費　用】本人及び家族の所得に応じて個人負担があります。 

 

 

 

９．高齢者住宅等安心確保事業（県営松ヶ岡住宅 シルバーハウジング） 

　高齢者に配慮した県営住宅で、生活援助員（ライフサポートアドバイザー）や緊急通報

装置を配置するなど、安否確認、生活相談、更には緊急時に迅速に対応できるサービスな

どを提供しています。 

【対象者】① 住宅困窮度が高く、家族による援助が困難であること。 

② 食事、着替え、移動、排泄、入浴などの生活を営むうえで不可欠な 

日常生活動作が全て可能で、かつ自炊ができる程度に健常であって、 

次に掲げる人を対象とします。 

　　　　　　　ア）６０歳以上の単身高齢者 

　　　　　　　イ）夫婦のみの高齢者（一方が６０歳以上であれば対象） 

　　　　　　　ウ）６０歳以上の高齢者のみからなる世帯（ただし、親族に限る） 

③ 入居後に生活援助員の派遣業務を必要とする人 

④ NTT固定電話回線へ加入すること（緊急通報装置利用のため） 

【申込先】福岡県住宅供給公社　　電話 ６２１－３３００ 
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１．高齢者虐待 
 

高齢者への虐待として「身体的虐待」「介護・世話の放棄、放任」「心理的虐待」「経済的

虐待」「性的虐待」等があげられます。プライバシーは厳守しますので、安心してご相談く

ださい。高齢者虐待を発見した人には、市町村への通報義務があります（努力義務を含む）。 

 

 

２．これからも自分らしく生きるために（出前講座） 
 

成年後見制度についての講話をします。詳細は、１ページをご覧ください。 

 

３．成年後見制度利用支援事業 
 

成年後見制度とは、認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な人

が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに不利益を被ったりすることがないよう、

権利と財産を守ることを支援する制度です。必要に応じて、認知症高齢者等が成年後見制度

を利用できるよう、本人に代わり後見開始の審判を裁判所に申し立てるための必要な支援を

行います。 

【対象者】認知症、知的障がい、精神障がいの状態にあり身寄りのない人、又は親族が　

いても音信不通の人 

【費　用】申立費用及び成年後見人等の報酬助成有（生活に困窮している人に限る） 

 

４．中核機関（なかま成年後見支援センター） 
 

高齢者や障がいのある方が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができる　

ように、成年後見制度についての相談や利用の案内をします。 
 

【なかま成年後見支援センター】中間市通谷１丁目３６番１０号　ハピネスなかま内 

　　　　　　　　　　　　　　　連 絡 先：０９３－２４４ー１３１０ 

　　　　　　　　　　　　　　　相談時間：平日９時～１７時１５分 

 

５．在宅総合支援センター 
 

　医療や介護またはその両方を必要とする状態であっても、住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供できるよう相

談を受付けています。(出前講座については、２ページをご覧ください。) 
 

【在宅総合支援センター】福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎１７２５番地２ 

　　　　　　　　　　　　連 絡 先：０９３－２８１ー３１００ 

　　　　　　　　　　　　相談時間：平日９時～１７時 

NEW！

遠賀中間地域 
在宅医療・介護 

資源マップ

第３ 高齢者の尊厳と安心を支える
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６．そのままの会（認知症カフェ） 
 

認知症を特別扱いせず、「そのままでいいんだよ」を合言葉に、物忘れなどにお困りの方

やそのご家族、認知症でお困りの方を応援したい人などが集える場を作りました。 

【日時】毎月第４火曜日　１３時３０分～１５時 

【会場】旧保健センター（生涯学習課仮事務所）　中間市蓮花寺三丁目１番６号 

 

７．にじいろカフェ（認知症カフェ） 
 

にじいろカフェは、認知症に関することや介護・健康などについて専門職等と語らうとと

もに、軽い体操や相談、情報交換ができ、誰でも気軽に利用できるカフェです。 

 

 

 

８．認知症サポーター養成講座（出前講座） 
 

認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り支えるための講座です。 

詳細は２ページをご覧ください。 

 

 

９．認知症初期集中支援チーム 
 

医療や介護の専門家でチームを組み、認知症が疑われる人やその家族に対して、早期対応

に向けた支援を行います。 

【対象者】４０歳以上の在宅生活者で、次の①から③のいずれかに該当する人 

① 認知症の診断を受けていない人、または治療が中断している人 

② 適切な医療・介護サービスを利用していない人 

③ 認知症による症状が強く、対応に困っている人 

 

 

10．生活支援体制の構築 
 

　生活支援コーディネーターと地域支え合い推進員が、高齢者が住み慣れた地域で元気に

暮らし続けられるよう、住民主体の活動をはじめとした多様な資源の充実に向けて地域づ

くりを応援します。また、高齢者の社会参加を通じた介護予防の促進や、多様な生活支援

サービスの創出を行います。 

 名称 住所 連絡先

 あおのはカフェ 通谷３丁目２３番５号 245-8812

 野の花カフェ<休止中> 通谷６丁目２１番１０号 863-9175

 クローバーカフェ 大字垣生２０１７番地３（第２智美園内） 243-4567

 カフェ暖家。 土手ノ内１丁目４０番２６号 980-7683

NEW！
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１．訪問型サービス 

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等による調理や掃除、

洗濯などの支援を受けることができます。 

【対象者】①もしくは②のいずれかに該当する人 

① 要支援１・２の認定を受けた人 

② 基本チェックリスト等の結果により対象者と判定された人 
 

 

２．通所型サービス 

通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けることができます。 

【対象者】①もしくは②のいずれかに該当する人 

① 要支援１・２の認定を受けた人 

② 基本チェックリスト等の結果により対象者と判定された人 
 

 
現行の訪問介護相当

多様なサービスによる訪問型サービスＡ 

（緩和基準に基づく）
 

サービ

ス内容

訪 問 介 護 員 に よ る 生 活　　

援助・身体介護

訪問介護員等に

よる生活援助

シルバー人材センターによ

る生活援助（☎ 246-4528）

 
現行の介護予防訪問介護と同様、訪問介護員等

による生活援助（身体介護は対象外）

 
１か月

の自己

負担額

の目安

週１回程度 1,176 円 941 円
週１回程度 

45 分未満 　　110 円/回 

45～60 分未満 140 円/回 

60～90 分未満 170 円/回

 
週２回程度 2,349 円 1,879 円

 週２回超 

（要支援２のみ）
3,727 円

 
加算等

上記負担額は、１割負担額を表示しており、一定以上の所得者は、２割～３割

負担となります。また、サービス内容等によって、負担額に加算が生じる場合

があります。

 
現行の通所介護相当

多様なサービスによる通所型サ

ービスＡ（緩和基準に基づく）

 サービ

ス内容

専門職による生活機能向上、

身体機能向上

ミニデイサービス、運動、 

レクリエーション

 １か月

の自己

負担額

の目安

要支援１ 1,798 円 要支援１ 1,259 円

 
要支援２ 3,621 円 要支援２ 2,535 円

 

加算等

上記負担額は、１割負担額を表示しており、一定以上の所得者

は、２割～３割負担となります。また、サービス内容等によっ

て、負担額に加算が生じる場合があります。

第４ 介護予防・生活支援サービス
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１．長寿祝金の贈呈 

　満８８歳及び満９９歳以上の高齢者の方を対象に、長寿を祝福し

敬老の意を表する目的で、老人の日（敬老の日）のある９月に長寿

祝金を贈呈します。 

【対象者】満８８歳、満９９歳以上 

 

 

２．悪質商法など 

ひとり暮らしの高齢者などをねらった、電話勧誘、訪問販売、点検商法、無料商法、当選

商法、架空請求、振り込め詐欺などの相談に応じます。 

【 申込先 】中間市消費生活センター　　電話 ２４６－５１１０ 

【相談時間】平日の９時から１６時３０分まで      

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

                                                                        

第５ その他

中間市中間一丁目１番１号　 電話：２４５－７７１６ 

平日８時 30 分～17 時 15 分　 ＦＡＸ：２４６ー２０２７

中間市地域包括支援センターは 

          ６５歳以上の方の相談窓口です 

地域包括支援センターは、中間市が設置する身近な地域の相談窓口です。中間市で 
暮らす高齢者の皆さんが「住み慣れた地域」で「安心して」暮らしていけるように、 
介護・福祉・健康・医療など様々な面から総合的にサポートいたします。

介護のこと 権利を守ること

様々な相談ごと健康のこと

　　　　　　　　　　　　　

・心身の健康に不安 
がある 

・今の健康を維持したい 
・食欲がおちた 
・むせやすくなった 

 

　　　　　　　　　　　　　

・悪質な訪問販売の 
被害にあった 

・年金を家族や他人に 
　悪用されている 
・今後の財産管理が不安 
・虐待をしてしまう 

　　　　　　　　　　　　　

・親が一人暮らしを 
していて心配 

・親の物忘れが多く 
なってきた 

・近所の人が心配 
・認知症を学びたい 

　　　　　　　　　　　　　

・身の回りのことに 
不安が出てきた 

・介護の方法や制度に 
ついて知りたい 

・介護施設について 
知りたい 

 


